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中高層建物直結増圧給水取扱基準 

１．目的 

この基準は、直結増圧給水対象範囲の設定に伴う給水装置の設計及び施工に関して必要事

項を定め、給水サービスの向上と給水装置工事の適正な施工を図ることを目的とする。 

 

⑴ 水道水の安定供給を図りつつ直結増圧給水対象範囲を設定することにより、小規模受水槽の衛生

問題の解消、省エネルギーの推進、設置スペースの有効利用等など「給水サービスの向上」に寄与

することを目的とする。 

⑵ この基準に明記されていないものについては「給水装置工事設計施行指針」（以下「施行指針」

という。）等によるものとする。 

 

２．定義 

直結増圧給水とは、中高層建物に対して配水管の水圧を利用してさらに、給水管の途中に

増圧設備を設置し給水する方式（直結増圧式）をいう。 

 

              直結直圧式  （４階建物まで） 

  直結給水方式 

              直結増圧式  （10階建物まで） 

 

３．適用要件 

3.1 対象地域 

 直結増圧給水の対象地域は、配水管水圧が本基準に定める水圧を確保できる地域とする。 

・ 直結増圧給水対象地域は、今後の配水施設整備計画を勘案し、現状及び将来とも必要水圧を安定

的かつ継続的に確保可能と判断できる地域とする。 

 

3.2 事前協議 

申請者は、事前協議申請書を局に提出し、局は直結増圧給水の可否を調査、検討し申請者

と協議を行う。 

 申請者は協議の結果に基づき、給水装置の設計を行い本協議を行う。 

⑴ 本協議前に、営業課給水装置係と事前協議申請書により協議を行うこと。 

⑵ 事前協議の内容は、受付・事前調査・水理計算に用いる配水管動水圧の決定・回答からなる。 

⑶ 事前協議の結果に基づき工務課または南部工事事務所は、当該建物の水理計算に用いる配水管

動水圧を決定する。 

⑷ 事前協議の申請から回答までは２～３週間程度要するので、早めの協議が必要となる。 

⑸ 建物規模、用途等に変更がある場合、又は回答後１年を経過した物件は再協議が必要となる。 

⑹ 事前協議事務処理フロー 
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事務協議申請者 

 

申請     回答 

（第１号様式）   （第４号様式） 

 

 

                

 

 

※ 給水装置工事申請と同時に、営業課に「直結増圧装置設置条件承諾書」（第７号様式）を提出す

ること。 

 

3.3 配管水圧 

水理計算に用いる配水管水圧は、以下によること。 

直結増圧式は、0.25MPa以上の最小動水圧が確保されている地域とする。 

・ 給水区域によって配水管水圧が異なるため、年間を通し0.25MPa以上の水圧があるところ。 

  ただし、直結増圧給水対象建物で、配水管の動水圧が著しく高く、水理計算上増圧給水方式に適

合しない場合は、局と協議すること。 

 

3.4 分岐対象配水管（被分岐管） 

直結増圧給水の分岐可能な配水管等は、口径75㎜以上で管網を形成しているものとする。

ただし、行き止まり管については、口径100mm以上とする。 

また、被分岐管と同口径の取り出しは認めない。 

⑴ 老朽管等による水量、水圧が不安定な配水管からの分岐は、事前協議時に調査・検討し可否に

ついて回答する。 

⑵ 口径50㎜以下からの分岐は、負荷が過大となるおそれがあり原則として認めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業課 

給水装置係 

工務課 

南部工事事務所 
調査結果（第３号様式） 

調査依頼（第２号様式） 
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3.5 分岐給水管 

分岐給水管は、口径75㎜以下とする。 

⑴ 配水管等に影響を及ぼさない口径を考慮し、配水管等より１段落ちまでの口径、行き止まり管

の場合は、２段落ちまでの口径とし、最大分岐給水管口径は75㎜とする。 

⑵ 直結式の建物（直圧式４階、増圧10階）が集中して複数棟建設される場合は事前協議時に別

途、管網・分岐口径等を検討する。 

 

3.6 給水階高・対象建物 

1. 給水階高 

① 直結増圧式は10階までとする。 

2. 計画一日最大給水量 

 対象建物の計画一日最大給水量（以下「計画使用水量」という）は、50㎥までとする。 

3. 対象建物は、下記の給水条件を除く建物とする。 

① 災害時、事故等による水道の断減水時にも、給水の確保が必要な建物。 

② 一時に多量の水を使用するとき、又は使用水量の変動が大きいときなど、配水管の水

圧低下を引き起こすおそれがある建物。 

③ 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする建物。 

④ 有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある建

物。 

⑤ 申請時に使用用途不明な区画がある建物。 

⑴ 直結増圧式は、増圧設備に使用するポンプ（日本水道協会規格 ＪＷＷＡ Ｂ130）の性能によ

り10階までの建物とし、使用水量は50m3までとする。 

⑵ 直結増圧式は、災害、事故等による水道の断減水時にも、給水の確保（貯水機能）が必要な建

物等には必ずしも適当ではない。 

⑶ 24時間営業施設であっても、小規模店舗（一般用の用途に属する日常生活に密着する営業の用

に供するもの）等は、直結増圧給水とすることができる。 

⑷ 対象外の建物の例 

   入院、手術及び透析施設のある病院など。 
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４．設計の基本条件 

4.1 計画使用水量の決定 

1. 計画使用水量は、給水管の口径、直結増圧給水といった給水装置系統の主要諸元を計画

する際の基礎となるものであり、建物の用途及び水の使用用途、使用人数、給水栓の数等

を考慮した上で決定すること。 

2. 同時使用水量の算定にあたっては、各種算定方法の特徴を踏まえ、使用実態に応じた方

法を選択すること。 

  なお、集合住宅の同時使用水量（瞬時最大使用水量）の決定にあたっては、施行指針

「3.3 計画使用水量、3.5 管口径の決定」の算出方法を参考とすること。 

⑴ 計画使用水量は、給水装置の形態や給水方式によって異なるので、それぞれに対応した水量を

設定すること、また、過度にならない範囲で安全サイドに立った計算方法によること。 

⑵ 直結増圧給水における計画使用水量は、給水器具の同時使用の割合を十分考慮して実態にあっ

た水量と増圧設備（水道用増圧ポンプユニット）を選定することが必要である。 

 

4.2 給水管口径の決定 

1. 給水管の口径は、配水管の水量、水圧などの供給能力の範囲で、計画使用水量を供給で

きる大きさとすること。 

2. 給水管の管内流速は、2ｍ/sec以下となる給水管口径とすること。 

3. 給水用具の取付部において、必要水圧について十分考慮したものであること。 

⑴ 給水管の口径は、別に定める配水管の水圧において、計画使用水量を十分に供給できるもので

かつ経済性も考慮した合理的な大きさとするが、将来の使用水量の増加、配水管の水圧変動等を

考慮して、ある程度の余裕水頭を確保しておく必要があり、増圧給水は、計画使用水量を供給で

きる増圧設備を選定し、さらにその水量に応じた給水管の口径を選定すること。 

⑵ 給水管口径が使用水量に比べて過少な場合、流速が増加し、ウォーターハンマによる騒音、管

路や器具の損傷が考えられるため、既存建物の改造等やむを得ない場合を除き、管内流速は2ｍ毎

秒以下となる口径とする。 

（動水勾配と瞬時最大使用水量は、施行指針「表3-5～表3-9」による。） 
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増圧装置の全揚程は次の計算によること。 

⑴ 直結増圧装置の流入圧力（PPin） 

PPin＝P0－（P1＋P2＋P3） 

⑵  直結増圧装置の吐出圧力（P7） 

P7＝P4＋P5＋P6 

⑶  直結増圧装置の全揚程・増加圧力（P8） 

P8＝P7－PPin 

 

P0：配水管最小動水圧力    （移動圧力） 

P1：配水管芯と増圧給水装置との高低差 

P2：増圧給水装置の上流側（吸込側）の給水管、器具等の圧力損失 

P3：逆流防止装置の圧力損失 

P4：増圧給水装置の下流側（吐出側）の給水管、器具等の圧力損失 

P5：末端最高位の給水器具必要圧力 

P6：増圧給水装置と末端最高位の給水器具との高低差 

P7：増圧給水装置の吐出圧力  （設定圧力） 

P8：増圧給水装置の全揚程   （増加圧力） 

PPin：増圧給水装置有効圧力  （流入圧力） 

4.3 直結増圧式の計算 
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５．中高層建物の給水装置 

5.1 給水装置の構造 

1. 配水管等から分岐し、敷地内に引込む給水管に、原則として、敷地境界から1.5ｍの位置

に仕切弁、又は止水栓（第一止水栓）を設置すること。 

2. メーターの設置については、施行指針「4.5 メーター」によること。 

3. 非常用水栓、共用栓等を設置する場合は、個別にメーターを設置すること。 

4. 給水主管は余裕のある給水管口径とすること。 

5. 凍結のおそれのある場合にあっては、有効な凍結防止対策を講じること。 

6. 給水主管の立ち上がり管の最上部には、止水器具及び吸排気弁を設置すること、なお、

設置に当たっては作動状況が外部から確認できるよう配慮すること。 

7. 高置水槽への直結給水はできない。 

8. 増圧設備に使用するポンプは、原則として、構造材質の基準に適合する水道用直結加圧

型ポンプユニット（日本水道協会規格ＪＷＷＡ Ｂ 130）を使用すること。 

9. 直結増圧式の給水装置の水圧は、最下階で0.6MPaを超えないこと。 

⑴ メーター設置場所は、地付けとし、施行指針「4.5.2 メーターの設置」によること。 

また、集合住宅等で局メーター以降に設置する私メーターを遠隔指示付き水道メーターにする

場合は、施行指針「8.6 遠隔指示装置付水道メーターについて」によるものとする。 

⑵ 災害時、配水管減圧時、停電時等不測の事態においても給水が確保できるように非常用水栓を

設置すること。 

⑶ 給水主管の立ち上がりは管ロスの低減化と凍結防止の観点から余裕のある口径とすること。 

   また、維持管理を考慮し、給水主管立ち上がり毎に仕切弁を設置すること。 

⑷ パイプシャフト内の給水主管より分岐される給水管等は、凍結のおそれがあるため必要な防寒

対策を講じること。 

⑸ 吸排気弁からの排水については、パイプシャフト内等でドレン設備を設けるなど、必要な排水

措置を講じること。 

⑹ 高置水槽経由で給水する方式は、直結給水の効果が十分発揮できないため認めない。 



7 

 

直 結 増 圧 式 

原則として立ち上がり管（主管）の配管形態はＩ型または、Ｈ型とする。 

１ 集合住宅（例） 

２ 事務所ビル（自社ビルの例） 

官民境界 

○Ａ  吸排気弁 上流 下流 

各階立上り管からの分岐部詳細配管図 

官民境界 

減圧式逆流防止器 

私メーター部拡大 
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5.2 給水方式の併用 

給水装置を併用する場合は、以下の点に留意すること。 

1. 同一建物で使用用途が同一の場合は、給水方式の併用は認めない。 

2. 同一建物で使用用途が異なり、それぞれが独立した区画の場合は給水方式の併用は認め

る。 

3. 同一敷地内への給水管取り出しは、同一の給水管を使用する場合は１ヶ所の引き込みと

するが、給水方式を併用する場合はそれぞれに別取り出しとすることができる。 

4. 給水方式の併用を行う場合は、クロスコネクション（誤接続）等の事故を防止する配管

形態とすること。 

5. 併用方式の維持管理を容易にするため、給水系統の識別ができるよう配管等に表示を行

うこと。 

⑴ 一建物が住居専用の場合は、給水方式の併用は認めない。 

⑵ 集合住宅に併設される店舗等がある場合は、店舗等と住居とで給水方式の併用を認める。ただ

し、それぞれが独立した構造となる場合に限る。 

⑶ 局メーターの設置は地付けとし、建物外部に設置すること。 

⑷ 受水槽式給水の給水管口径の決定は時間平均使用水量から決定されるが、給水方式を併用する

場合は、口径決定に違いがあり直結系統の水圧低下が懸念されるため、受水槽式給水の使用水量

は、直結式と同時瞬時最大使用水量を求め水理計算を行うこと。 

⑸ 給水方式の識別は下記の例により行うこと。 

① 給水方式が識別できるよう次の色とする。 

   ・ 直結式  水色 

   ・ 増圧式  青色 

   ・ 受水槽式 紺色 

② 配管 

    パイプシャフト内の配管などに給水方式が確認できるように標示を行うこと。 

③ 止水栓きょう、メーターます内に給水方式が識別できるよう標示板などを設置すること。 
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○Ａ  吸排気弁 

中高層建物の併用給水配管例 

併用方式の配管例  直結式と増圧式 

減圧式逆流防止器 

増圧ポンプ設備 

※ 他の記載例(増圧式・受水槽式) 

直
圧
式 

上部階層へ→ 

店 舗 店 舗 事務所 

官民境界 
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5.3 逆流防止装置 

1. 各世帯に設置するメーター部に逆止弁を設置すること。 

2. 事務所ビルなどにおいては、各階分岐箇所毎に逆止弁を設置すること。 

3. 増圧設備には水道用減圧式逆流防止器、（原則として、日本水道協会規格 ＪＷＷＡ Ｂ 

134）を必ず使用すること。 

4. 水道用減圧式逆流防止器の設置位置は、増圧設備の直前に設置すること。 

5. 水道用減圧式逆流防止器を設置する場合は、中間逃がし弁からの排水を確認できるよう

吐水口空間を確保した間接排水とすること。 

・ 中高層建物は、断水、減圧時等における逆圧または負圧が生じた場合、水の逆流により他の需

要者に衛生上の危害を及ぼすおそれがあり、より安全な逆流防止対策を講じる必要がある。 

 

5.4 直結増圧設備 

［構造・材質基準に係わる事項］ 

配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 

（水道法施行令第６条第１項第３号） 

 

・ 増圧設備は、配水管等の圧力では給水できない末端最高位の給水用具へ吐水圧を確保する設備

である。 

   通常は、加圧形ポンプ、制御盤、圧力タンク、逆止弁等をあらかじめ組み込んだユニット形式

となっている。増圧設備は、加圧形ポンプ等を用いて直結給水する設備であり、他の需要者の水

利用に支障を生じないよう配水管等の水圧に影響を及ぼさないものでなければならない。 

直結増圧設備の設置にあたっては、下記の点に留意すること。 

1. １給水設備（１建物）に対して１ユニットとする。 

2. 設置場所は、供給する建物の１階、又は地階部分に設置することを原則とする。 

  なお、既設建物の改造等やむを得ず屋外に設置する場合は、凍結防止等の措置を施すこと。 

3. 設置場所は、ユニットの点検や維持管理のための十分なスペースを確保すること、ま

た、ポンプ室内は十分な換気設備及び排水設備を施すこと。 

4. 増圧設備の呼び径は、給水管口径と同径、又はそれ以下とする。 

5. 自動停止、復帰の設定水圧は次によること。 

  自動停止の設定水圧⇒増圧設備流入設計水圧（減圧式逆流防止器の直後）0.05MＰa 

  自動復帰の設定水圧⇒増圧設備流入設計水圧（減圧式逆流防止器の直後）0.08MＰa 

6. 圧力制御は、用途に応じた制御方式を採用するとともに、２次側の圧力設定値は、計画

瞬時最大使用水量時において建物の最上階で必要な吐水圧を確保でき、最下階で0.6MＰaを

超えないこと。 

  なお、低層階などにおいて高水圧となる場合は、必要に応じ減圧弁を設置することが望

ましい。 

7. ポンプ故障、停電時には断水となることから、非常給水用として非常用水栓（キー付き

給水栓）を設置すること。 
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5.5 その他の留意事項 

消火用設備、空調用設備等は給水装置に直接直結してはならない。 

・ 消火用設備、空調用設備等への補給水を行う場合には必ず補用水槽を設けること。 

 

６．水道メーター 

6.1 メーターの設置 

水道メーターの設置は、施行指針「4.5 メーター」による。 

 

6.2 計量及び徴収方式 

局が設置した水道メーターにより計量・徴収を行う。 

 

７．既存施設からの改造 

 給水方式を受水槽方式から直接増圧給水方式に切替える場合は、施行指針「２ 構造及び

材料」を満足すること。 

1. 既設配管を再使用せず極力新設配管とすることが望ましいが既設配管を再使用する場

合、所有者は、既設配管の状況等を十分調査すること。 

2. 所有者は、水圧試験・水質検査を行うこと。 

3. 直結増圧給水の効果を十分発揮するため、高置水槽を経由しない給水方式を原則とす

る。 

4. 対象建物、メーター回りの配管等についても、本基準及び施行指針に基づくものとす

る。 

・ 既設配管を直結増圧給水装置として再使用することは、水圧上昇による漏水、赤水等の問題が

発生するおそれがあるため、やむを得ず再使用する場合は、所有者が材質、構造、配管経路、配

管口径給水器具類、使用期間等を十分調査し、再使用する部分を最小限にする必要がある。 

   また、高置水槽の設置は原則として認めないが、やむを得ず経由しなければならない場合に限

り認めるものとする。 

※ 留意点 

給水装置工事の改造工事により、万一建物内で漏水が生じ多大な損害が生じたとしても水道局

は損害賠償責任をとれない為、改造契約の際に責任の所在を明確にし、トラブルとならないよう

注意が必要である。 
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○Ａ  吸排気弁 

既 存 施 設 の 改 造 例 

⑴ 受水槽、増圧ポンプ給水方式を改造する例 

  集合住宅 

  （受水槽を撤去し、増圧ポンプによる給水）  

⑵ 受水槽、増圧ポンプ、高置水槽給水方式を 

改造する例 

  事務所、自社ビル 

  （受水槽、給水ポンプ、高置水槽を撤去し、 

増圧ポンプによる給水））  

減圧式逆流防止器 

増圧ポンプ設備 

受水槽・増圧ポンプ設備 

受水槽・給水ポンプ設備 
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８．完成試験 

8.1 試験の範囲 

試験の範囲は配水管等分岐箇所から、末端給水用具までとする。 

また、既存建物を増圧給水方式に改造した場合も同様とする。 

 

8.2 水圧試験方法 

所有者は、給水装置完成後、通水及び水圧試験を実施する。ただし、「増圧設備」の水圧

試験は除外する。 

⑴ ここでいう水圧試験とは、給水装置工事が完成後、指定給水装置工事事業者が行う社内検査を

いう。 

⑵ 増圧設備は、製造元の工場において既に必要な水圧検査を実施済みであるユニットは、試験圧

をかけると損傷するおそれがある機器が取付けられているため、現場での水圧試験は行わないこ

と。 

 

直結増圧給水 

減圧式逆流防止器・増圧設備 

水圧試験実施箇所 

水圧試験除外箇所 
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8.3 増圧設備試験運転 

1. 所有者は、以下の項目について試験運転を行い確認すること。 

2. 増圧設備の運転は、製造業者等専門的技術者の立会いのもと実施すること。 

3. 協議書による水理計算に明記された、流入圧力・吐水圧力制御設定値（運転停止及び復

帰）の確認を行うこと。 

4. 末端最高位の給水用具でも、適切な吐水量が確保できる水圧があること。 

・ 流入圧力制御設定値は、局が提示した配水管水圧より計算した値で設定すること。 

   実際の流入水圧を確認すること。 

 

8.4 しゅん工検査 

指定給水装置工事事業者は、工事完成後速やかにしゅん工図書を提出し、局のしゅん工検

査を受けなければならない。 

 

９．直結増圧給水装置の維持管理 

9.1 給水条件承諾書の提出 

申請者は、給水装置工事申請の時に、直結増圧装置設置条件承諾書（第７号様式）を局に

提出すること。 

⑴ 局は、事前協議時に、直結増圧装置設置条件承諾書（第７号様式）を申請者に渡し、申請者は

給水装置工事申請時に、管理人名等・必要事項を記載し、局へ提出すること。 

⑵ 所有者及び管理人は、計画的な断水及び緊急的な断水の際に水の使用ができなくなること等、

承諾書の内容を十分熟知し、使用者にこの装置が条件付きのものであることを周知すること。 
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9.2 維持管理 

 維持管理要員については、設置条件承諾書の内容に基づき、所有者が適正に行うこと。 

1. 直結増圧式の場合、停電、故障等により増圧設備が停止した時は断水になることを居住

者に周知すること。 

2. 増圧設備の故障等による断水の場合は、増圧設備の製造業者等に連絡するよう管理人に

周知すること。 

3. 増圧設備及び減圧式逆流防止器は、年1回以上の保守点検を行うこと。 

4. 下記の２つの措置により、緊急時に迅速かつ的確な対応が図られること。 

① 増圧設備には、警報装置を設置すること。 

② 設置条件承諾書に記載した管理責任者等の連絡先を標示板に記入し、ポンプ室及び管

理人室に設置して周知を図ること。 

5. ポンプ室及び管理人室等に設備のしゅん工図を常備しておくこと。 

6. 所有者又は管理人の変更の届け出 

   所有者又は管理人の変更があった場合は、「所有者及び管理人の変更届」（第８号様

式）により、局に届け出ること。 

⑴ 増圧設備を含む給水装置の管理責任は設置者側にあるため、増圧設備の機能を確保するために

は定期点検等の維持管理要員が必要であり、設置者（所有者）は緊急時の対応ができるよう維持

管理業者名と連絡先を必要箇所に明示するとともに、使用者に対して直結増圧方式の特性を周知

させること。 

⑵ 増圧設備の修理には専門的な知識が必要であり製造業者等に連絡する体制が必要である。 

⑶ 専門的な技術を持った維持管理業者等と、保守点検契約することが望ましい。 

 

１０．手続き方法 

10.1 協議方法 

1. 申請者は、次の書類を提出し協議を行うこと。 

① 直結増圧給水方式についての協議書（第１号様式） 

② 計画使用水量等の計算書 

③ 水理計算書 

2. 計画使用水量の算定等は、「施行指針」に基づき算出すること。 

3. 関係図面の提出は、位置図、配水管図、配置図、各施設備平面図、立体系統図等の必要

とする図面を提出すること。 
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10.2 各種の変更及び取消し 

1. 次の事項に該当する場合は、設計変更を行うこと。 

① 計画使用水量に変更が生じた場合。 

② 給水装置工事申込み後、給水管の口径に変更が生じた場合。 

2. 協議を取り消す場合は、「直結増圧給水方式協議書の取消届」（第５号様式）を提出す

ること。 

3. 申請者を変更する場合は、「申請者変更届」（第６号様式）を提出すること。 

4. 所有者又は管理人を変更する場合は、「所有者及び管理人の変更届」（第８号様式）し

を提出すること。 

 

１１．改定履歴 

 

平成13年４月   策定 

 

令和３年４月   一部改定 
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年  月  日 

 童子町マンション建築主  あて 

 

設計者 いわき給水設計事務所   

 

増 圧 給 水 設 備 （ 装 置 ） の 選 定 検 討 書 

 

（該当する部分の□に／印を記入） 

件  名 童子町マンション建築工事 

建 設 地 いわき市 童子町 A番地の B 建物階高 ５階 

建設用途 ■住宅専用□住宅併用（住宅部分  階～  階．非住宅部分  階～  階） 

住 宅 

部 分 

戸数    20戸（ 2DK× 20戸   K×   戸   K×   戸） 

人数 戸（  人×   戸   人×   戸   人×   戸） 

非住宅 

部 分 

用途 □事務所□店舗□その他（                  ） 

他 □床面積     ㎡□給水栓    栓（          ） 

 

1 給水量（瞬時最大使用水量）の算出 

 1－1 住宅部分の給水式 

  ■集合住宅における同時使用水量の算定方法 

     住宅戸数： 20 戸 

   □10戸未満 Q= 42 ×（戸数）0.33 ＝ 42 ×（   ）0.33＝   ℓ／min--① 

   ■10戸以上 Q= 19 ×（戸数）0.67 ＝ 19 ×（ 20 ）0.67＝   142ℓ／min--① 

  □居住人数による算定式 

     住宅人数：   人 

   □1 ～ 30人 Q= 26 ×（人数）0.36 ＝ 26 ×（   ）0.36＝   ℓ／min--① 

   □30～300人 Q= 13 ×（人数）0.56  = 13 ×（   ）0.56＝   ℓ／min--① 

 

 1－2 非住宅部分の給水量 

   給水用具単位数又は、床面積等から算出：    給水量：＝   ℓ／min—② 

 

 1－3 給水量（瞬時最大級水量） 

   給水量（瞬時最大給水量）＝①＋②＝ 142 ℓ／min  
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2 設定圧力、全揚程の算出 

  ◎P1  ：給水管管芯と増圧給水設備との高低差 

        P1＝ 1.6 ｍ 

  ◎P2  ：逆流防止装置の上流側（吸込側）の給水管、器具等の圧力損失 

        P2＝ 1.82ｍ  （別紙 1計算シートによる） 

 ◎P3  ：減圧式逆流防止装置の圧力損失 

        P3＝10.0 ｍ 

 ◎P4  ：増圧給水設備の下流側（吐出側）の給水管、器具等の圧力損失 

        P4＝ 9.41ｍ  （別紙 2計算シートによる） 

 ◎P5  ：末端最高位の給水用具必要圧力 

       P5＝ 5.0 ｍ  （設置する器具により水圧を選定） 

  ◎P6  ：増圧給水設備と末端最高位の給水用具との高低差 

        P6＝16.7 ｍ 

  ◎P0  ：最小配水管水圧  （局からの指示による） 

        P0＝  MPa  2.5Kgf／cm2  25 ｍ 

 

 2－1 減圧式逆流防止装置下流位置での水圧 

  ◎Ppin ：増圧給水設備の上流側（吸込側）の流入圧力 

        Ppin＝P0－（P1＋P2＋P3） 

              （ 1.6 ＋ 1.82 ＋ 10.0 ＝ 13.42 ） 

       よって、増圧給水設備の有効流入圧力（Ppin）は 

        Ppin＝25ｍ－13.42ｍ＝11.58ｍとなる 

 

 2－2 設定圧力・全揚程 

  ◎P7  ：設定圧力 

        P7＝P4＋P5＋P6 

            ＝ 9.41 ＋ 5.0 ＋ 16.7 ＝ 31.11ｍ 

  ◎P8  ：全揚程 

        P8＝P7－Ppin 

            ＝ 31.11 － 11.58 ＝ 19.53ｍ 

 

3 増圧給水設備の機種選定 

 算出結果により 

  ①給水量：     142   ℓ/min 

  ②全揚程：P 8 ＝ 1 9 . 5 3 ｍ    設定圧力：P 7 ＝ 3 1 . 1 1 ｍ  

上記により該当する増圧給水設備の形式は、 

 

または 

 

 

メーカー名 B  社 

承認記号等  

型   式 40PNAOM1.1A 

メーカー名 A  社 

承認記号等  

型   式 KFD－40LA1.1 
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【平地区】

平上平窪 平下平窪 平北白土 平南白土 平上荒川

字堂根町 字小川原子 字諸荷 字中島前 字八ツ坂 字笑堂

字尼子町 字南町 字諸荷前 字堀ノ内 字五郎内

字童子町 字屋越 字塩取 字桜町

字梅本 平中平窪 字山土内 字田代 平谷川瀬 字堀ノ内

字三崎 字高橋 字六角 字札場 一丁目 字砂屋戸

字小太郎町 字岩間 字八木内 字中道 二丁目 字長尾

字菱川町 字向川原 字大念仏 字西ノ内 字島田

字新町 字勝見沢 字寺内 字宮脇 字林作

字長橋町 字細田 字鍛冶内 字上河原 字後沢

字研町 字横枕 字味噌農 字知原 字安草

字菅ノ沢 字大町 字竹ノ内 字木ノ下

字古鍛冶町 字杉内 字四左エ門内 字上平 平下荒川

字紺屋町 一丁目 字笹ノ田 字ガビ内 字諏訪下

字材木町 二丁目 字曲田 字宮田 字剃町

字堂ノ前 三丁目 字カラカエ 字穂積 字川前

字鍛冶町 東高砂 字古内 字上砂子町 字中剃

字中町 西高砂 一丁目 字愛谷町 字五理内

字南町 細田町 二丁目 字中島 字砂田

字十五町目 新町 三丁目 字ネキ内 字大作

字大館 山土内町 字北河原宿 字鶴ヶ町
字並木の杜 中島町 字宮前

古川町

平中山 平上高久 平塩 平鎌田 平上神谷

字諏訪下 字白坂 字馬場前 字徳房内 字内田 字熊ノ下

字柳町 字片岡 字金沢 字呑内 字萩名田 字黒磯

字柿ノ目 字外鶴巻 字薬師前 字宮前 字込内 字中

字小山 字竹ノ後 字大沼 字虚空蔵 字岸 字下

字藁谷 字菅田 字館下 字中島 字大角 字北ノ町

字下ノ内 字塩崎 字寺前 字中野町 字小山下 字一町目

字赤 字塩田 字十二所 字古川 字砂田 字石ノ町

字宮下 字五反田 字六本榎 字出口 字石切場 字五反町

字桜町 字宮田 字十二所河原 字風内 字寿金沢 字神谷分

字鹿前 字塚ノ町 字塩向 字反町

字八ツ海 字瀬戸 字西川原 字館

平小泉 字妻下 字天神 字上川原
字北川 字松木前 字下知内

字日向 字八幡目
字神下 字柳橋

平沼ノ内 平下高久 平泉崎 平下神谷 郷ヶ丘

字新街 字滝前 字花輪 字岸前 字向後川原 一丁目

字諏訪原 字十郎田 字東浦 字北一里塚 字塚ノ町 字二の町 二丁目
字浜街 字若宮 字砂田 字内宿 字笹目田 三丁目
字原後 字前ノ田 字向原 字御城 字深田
字西原 字馬場 字前原 字宿 字田中
諏訪原一丁目 字古川 字辻道 字仲田 字竹ノ花 中央台
諏訪原二丁目 字中妻 字南集 字出口 字沼ノ作 飯野二丁目

字原極 字大町 字山ノ内 字田町 飯野三丁目
平神谷作 字定田 字向山 字馬洗 字団粉田 飯野四丁目

字古屋敷 字原 字立田帯 字大根内 鹿島一丁目
字原前 字川和久 平鶴ヶ井 字原際 字日渡 鹿島二丁目
字細谷 字清水 字高神 字下川原 字比良 鹿島三丁目
字腰巻 字久保ノ作 字清水 字本内 字反町
字白穴 字八幡 字辰ノ沢 字天神 字諸荷
字堂前 字下原 字八反田 字南一里塚 字大作場
字中原 字中谷地 字脇ノ作 字石淵 字大門

字水門 字古河 字常住
平下山口 字下館 字後原 字中道

字大町 字川子内
字根柄町

※　  この表に記載されている字名区域の全てが給水可能ではありませんので、
　  詳しくは給水装置係までお問い合わせください。

字杉平

比良二丁目
比良三丁目

字一の町

字東町

字旧城跡

字柳町

前河原町

字宿畑

字細田

字苅萱

字下川原

字四軒町

字愛谷町四丁目

字愛谷町三丁目

字愛谷町二丁目

字愛谷町一丁目

字後原

字桜町

字北目町

字一町目

字七軒町

字久保町

字掻槌小路

字田町

字二町目

字三町目

平

平中神谷

平赤井

字胡摩沢

字南鳥沼

字北出口

字北鳥沼

字大年

字前河原

字石脇
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小川町上平 小川町塩田 好間町北好間

字中島 字後原 字石保町 字平石 字屋敷前 字今宿 字忽滑
字竹ノ内 字北赤沼 字空木 字北前 字塊坪 字上野原 字岸ノ上
字清水 字赤沼 字和具 字平前 字山崎 字東 字岸前
字以後内 字植ノ内 字中川原 字北沢 字槐作 字小館 字岸
字前田原 字風呂前 字片石田 字中島 字外川原 字空山
字河原田 字伊吾内 字川古屋 字間門 字沢小谷 字石田
字六反田 字広野 字独古内 字稲荷原
字田之尻 字引草 小川町高萩 字北町田 字南町田

字表 字山ノ入 字南町田 字北町田
小川町柴原 字御堂 字鹿野 字新屋敷
字宮沢 字下广門 字家ノ前 字洞

字广門 字下川原 字中道
字忠次前 字山下
字田中前 小川町西小川 字稲荷下
字川原 字淵沢 字馬場西
字峰岸 字上川原
字入生田 字馬場
字彦太郎内 字馬場前

好間町今新田 好間町中好間 好間町下好間 好間町小谷作 好間町愛谷
字稲荷坪 字寺台 字沼田 字樋口 字法師ヶ崎
字石平 字照田 字叶田 字ヲミカト 字杉内作
字姫子内 字石坂 字一町坪 字小谷作 字東内
字畑合 字鍛冶内 字向山
字正当 字八反田 字鬼越
字宮下 字江添 字手倉
字荒田坪 字田中 字浦田
字手倉 字上川原 字中島
字上堤 字中川原 字渋井
字五反田 字下川原
字二枚橋

※　 この表に記載されている字名区域の全てが給水可能ではありませんので、
　 詳しくは給水装置係までお問い合わせください。

【小川、好間地区】

小川町上小川 好間町上好間
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【小名浜地区】

江名 中之作 小名浜上神白 小名浜岡小名 小名浜南富岡

字北町 字入 字片寄前 字古湊 字元分 字大道下 字前原前 字真石
字向畑 字川岸 字大平 字栄町 字辰巳町 字平蔵塚 字前原 字道陸神
字南町 字植作 字小屋ノ内 字横町 字林ノ上 字仏玄前 字薬師前
字天ヶ作 字長田 小名浜下神白 字田ノ入 字本町 字林ノ下 字水押 字北ノ内
字風越 字榎戸 字筒地 字観音作 字竹町 字後場 字池袋 字小野作
字寺作 字戦 字草木屋 字播摩作 字船引場　 字中原 字住ヶ谷 字富士前
字江ノ浦 字須賀 字林崎 字寺ノ脇 字定西 字吹松 字岸 字下ノ前
字中作 字栄町 字千速 字御殿後 字愛宕上 字宮下 字岸前 字中前

字勝見ヶ浦 字狩亦 字元陣屋敷 字隼人 字渚 字反町 字富士下
字館ノ腰 諏訪町 字丹波沼 字渚廻 字作前

折戸 永崎 字迎 港ヶ丘 字松之中 字高山 字作
字折戸 字天神前 字薬師下 花畑町 字道珍 字芳浜 字御代坂
字岸浦 字館 字武城 字蛭川南 字前沼 字君ヶ塚町 字広畑

字馬落前 字橋本 字大原境西 字南君ヶ塚町 字荒工
字船付 字後宿 字富岡向 字中町境 字馬上前
字川畑 字上明神町 字燈籠原 字西君ヶ塚町 字沖
字大平 字中明神町 字神成塚 愛宕上 字小館
字橋出 字下明神町 字鳥居北 愛宕町 字立石
字町田 字上町 字鳥居下 寺廻町 一丁目
字月作 字中坪 字滝尻道 二丁目

字下町 字山神北 三丁目
字沖見 字大道北 四丁目

小名浜相子島 小名浜住吉 小名浜島 小名浜林城 鹿島町御代 鹿島町久保 鹿島町米田
字永夫 字搦 字犬吠 字水穴 字柿境 字里屋 字馬場
字家ノ前 字道下 字館下 字大門 字堂ノ前 字飯栗田 字家ノ前
字迎田 字長泥 字前屋 字西町 字赤坂 字袖穢 字塙
字道下 字飯塚 字鮑尻 字柳町 字大一田 字仲田 字南内
字石田 字八合 字榎内 字辻前 字九反田 字梅田 字用定

字花木内 字下高田 字馬場 字手倉
字搦町 字榎町 字山崎
字浜宿 小名浜野田 字向田 鹿島町船戸 字於振 泉町本谷
字新町 字玉川 字江越 字五反田 字木船 字大田
字大町 字餓鬼塚 字日代鳥 字沼田 三丁目
字不毛 字田中 字八反田 字柿境
字砂田 字塚前 字京塚 鹿島町走熊

字西沖 字林下 字七本松
字林崎 小名浜金城 字小神山
字前堀子 字砂田 字中島
字袋 字四反田
字浜道 小名浜玉川町 字東反町
字冠木 東 字井戸ノ上
字折返 西 字西反町
字住吉 南　

泉町下川 泉町黒須野 泉町玉露
字神山前 字江越 字山下 字曲淵 字丙新地 字泉町
字宿ノ川 字砂利 字吉野作 字東田 字乙新地 字東泉
字田宿 字堤作 字東田林 字甲新地 字御前田
字稲子塚 泉町 字道上 字上坪 字中野地 字下谷地
字前ノ原 字扇田 字中坪 字原木田前 字上谷地
字谷地川 字八木屋 泉玉露 字一本松 字下小滝 字上原
字宮ノ下 字泉 一丁目 字小屋 字上小滝 字菅俣
字八幡前 字下 二丁目 字堀米 六反田町 字折返
字薬師前 字滝ノ上 三丁目 字六反田 小滝町 字神力前
字八合 一丁目 四丁目 字芳原 字南坪
字土木内 二丁目 五丁目 字東細野地 字加賀前
字大剣 三丁目 六丁目 字新堀 字六枚内
字下代 四丁目 七丁目 字西細野地 字橋本
字畑中 五丁目 字富岡前 字松原
字井戸内 六丁目 字西橋本 字中瀬
字神笑 字東橋本 字花見岡
字川向 字丁新地 字根ノ町

※　  この表に記載されている字名区域の全てが給水可能ではありませんので、
　　詳しくは給水装置係までお問い合わせください。

字前雷
字花輪返

小名浜大原

小名浜

泉町滝尻
字前坪
字砂井田
字高見坪
字中ノ坪
字後川
字東越地
字坂下
字諏訪山
字定ノ田
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【勿来地区】

植田町 石塚町 東田町 佐糠町
本町一丁目 東 宮下 八反田 江栗前 浜田 鬼越下
本町二丁目 向山 碇田 古川 宮ノ前 鈴鹿
本町三丁目 神山 荒屋 御宝殿 馬場 川窪
本町 岩間町 一丁目 一丁目 鳥居西 荒谷 江栗一丁目
南町一丁目 岩下 二丁目 二丁目 鳥居東 蛭田 江栗二丁目
南町二丁目 竹ノ花 塩田 三丁目 綾ノ内 重殿 江栗三丁目
町後 仁反田 東一丁目 大島 蒲田 中迎一丁目
金畑 川田 東二丁目 上川田 作鞍 中迎二丁目
渋川 塚原 南城 下り立 中迎三丁目
横町 天神前 成沢 飯盛町 中迎四丁目
番所下 須賀 上中田 中央一丁目
林内 鷲内 糠塚 中央二丁目
東荒田 原田 落合 中央三丁目
館崎 竹ノ花 堰下
根小屋 鵜ノ巣 釈迦堂
中央一丁目 ウツギサキ 四反田
中央二丁目 前原 沼ノ川
中央三丁目 安良町 江栗馬場

町西 花ノ井

川部町 三沢町 山田町 中岡町
前ノ内 北作 屋敷 五丁目 窪田白山 関田堀切 酒井北境
橋本 仲畑 毛内 窪田伊賀屋敷 関田和久 酒井北境後
梅田 和久 窪田西殿町 関田北町 酒井堀ノ内
北ノ内 片岸 窪田上り途 関田南町 酒井竹ノ内
川原 沼部町 堀ノ内 窪田稲荷塚 関田御城前 酒井関根前

鹿野 窪田御前崎 関田浜田 酒井関根
金山下 窪田万谷 関田飯ノ辺前 酒井小山下
宿 窪田内城 関田須賀 酒井出蔵

窪田橋塚 関田尖島 窪田町通一丁目

窪田郡 関田障子川 窪田町通二丁目

窪田片岸 大高応時 窪田町通三丁目

窪田馬場 大高北郡 窪田町通四丁目

窪田外城 大高中郡 窪田十条
窪田小島 大高土取
窪田中島 大高高松
窪田大槻 大高大高下

四沢前ノ内 酒井青柳
四沢天ヶ作 酒井内田

※　この表に記載されている字名区域の全てが給水可能ではありませんので、
　 詳しくは給水装置係までお問い合わせください。

錦町

勿来町



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【常磐地区】

常磐湯本町 常磐関船町 常磐水野谷町 常磐白鳥町 常磐西郷町

高倉 上関 錦沢 大端 中 勝丘 大夫
山ノ神 𣖔木作 諏訪ヶ崎 大畑 後山 竜ヶ崎 落合
天神 迎 千代鶴 斑堂 才之内 北蟹打 金山
宝海 諏訪下 亀ノ尾 田場坂 礼堂 南蟹打 岩崎
日渡 馬場 東 笠石 机田 八合 忠多
傾城 宿内 名高儀 境堂 小田倉 大荷田
辰ノ口 館下 馬喰坂 清水下
上川 南館 砂子田 坂下

三函 志座 別所 常磐長係町

向田 堀田 猪田 岩崎
下浅貝 塚ノ越 才ノ神 三反田
八仙 杭田 蕨平 扇田
彦惣白坂 宮下 一本木 壱町田
天王崎 一丁目 藤代 星谷
栄田 二丁目 松本 仁井部

三丁目 西畑

常磐岩ヶ丘町 常磐馬玉町 常磐下船尾町 常磐下湯長谷町 常磐上湯長谷町 常磐松ヶ台

台 大久保 宮下 野木前 梅ヶ平
山ノ根 宮ノ下 中畑 一町田 長倉
岩崎 壱町田 古内 町下 湯台堂
神手洗 寺作 村山 シザ 上ノ台
田仲 入ノ作 歌川 道下 釜ノ前
稲荷塚 馬渡 勝善 山ノ神前
沢目 岩崎 堀ノ内

一丁目 五反田
二丁目 扇田
三丁目 越巻

※　この表に記載されている字名区域の全てが給水可能ではありませんので、
　 詳しくは給水装置係までお問い合わせください。

常磐篠原町
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【内郷地区】

内郷白水町 内郷宮町 内郷内町 内郷高坂町 内郷御厩町

天神田 金坂 桜本 沼尻 水無沢 御殿 久世原
浜井場 宮沢 前田 仲田 道陸神 立野 川向
蛭内 代 水之出 高野作 桜井 長町
長槻 蛭子 磐堰 柴崎 大平 前田
上代 滝 立町 金谷 高橋 下能
柳間 町田 金坂 上馬場 四方木田 番匠地
広畑 竹ノ内 堤田 川原田 八反田 上宿
入山 平太郎 駒谷 榎下 中平 下宿
桜田 峰根 四方北 大木下 大町 水窪

鬼ヶ沢 高橋 板宮沢 砂子田 清水
上馬場 板宮 萇ヶ作 一丁目
蛭内 町之内 一丁目 二丁目

秋山 三丁目
一之坪 四丁目
七反田
大神田
堀坂
鎌ヶ作

内郷小島町 内郷高野町 小島町 内郷御台境町

天ノ田 山崎 一丁目 五反田
新町 石畑 二丁目 鶴巻
台ノ上 柴平 三丁目 前田
川崎 平石 自在町
花輪 番所 新町前
竹ノ内 上ノ台 立町
作田 杉平 坂下
下ノ内 中倉 六反田

石住 御台
糯田 鬼越
反田
高田
渡戸
五合田
沢
樅木下
道伝
銅屋作
白狐
仁田町
中ノ田
梨木平
板橋

※　この表に記載されている字名区域の全てが給水可能ではありませんので、
　 詳しくは給水装置係までお問い合わせください。

内郷綴町



29 

 

 

 

 

【四倉地区】

四倉町 四倉町玉山 四倉町山田小湊 四倉町薬王寺 四倉町下柳生 久之浜町久之浜

字和具 字大門前 字方礼 字割田 字宮下 字代ノ下
字田戸 字林崎 字唐橋 字高玉 字立

字田戸前 字牧ノ下 字小湊 字端畑 四倉町上柳生 字立下

字町田 字宿 字塙 字栗刈沢 字宮下 字町後
字西四丁目 字桜田 字反沼 字玉広 字東町尻
字五丁目 字星作 字前田 字西町尻

字戸ノ内 字上川原 字北町
字森内 字東町
字門馬前 字須賀
字宮ノ脇 字中町
字屋敷前
字原田内
字南作
字宮前

※　この表に記載されている字名区域の全てが給水可能ではありませんので、
　 詳しくは給水装置係までお問い合わせください。
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